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毒物又は劇物の営業者等に係る処分については、次により行う。 
 
１ 県知事は、毒物劇物営業者の有する設備が第５条の厚生労働省令で定める基準（※）に適合しなくなったと認めるときは、相当
の期間を定めて、その設備を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 
２ 前項の命令を受けた者が、その指定された期間内に必要な措置をとらないときは、県知事は、その者の登録を取り消さなければ
ならない。 
３ 県知事は、毒物若しくは劇物の製造業、輸入業若しくは販売業の毒物劇物取扱責任者にこの法律に違反する行為があったとき、
又はその者が毒物劇物取扱責任者として不適当であると認めるときは、その毒物劇物営業者に対して、毒物劇物取扱責任者の変更
を命ずることができる。 
４ 県知事は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者にこの法律又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき（特定毒物研究者
については、第６条の２第３項第１号から第３号までに該当するに至ったときを含む。）は、その営業の登録若しくは特定毒物研究
者の許可を取り消し、又は期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
 
 ※ 第５条の厚生労働省令で定める基準については、審査基準「毒物又は劇物の製造業等の登録」の項を参照すること。 
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２ 弁明の機会の付与 
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